
千葉競輪場駐車場管理要綱 

 

（趣旨） 

第１条 本要綱は、千葉市が管理する千葉競輪場のための駐車場（以下「千葉競輪場駐車場」とい

う。）を円滑に運用するために必要な事項を定めるものとする。 

 

（範囲） 

第２条 千葉競輪場駐車場は、次の駐車場をいう。 

（１）第１駐車場（都市公園内） 

千葉市中央区弁天４丁目１番１号地先 

（２）第２駐車場（借用財産） 

千葉市中央区弁天４丁目４３０番２０号 

 

（用途） 

第３条 千葉競輪場駐車場は、自転車競技法施行規則第１０条第４号の規定に基づく、「施設の規

模、構造及び設備並びこれらの配置の基準（平成１８年経済産業省告示第３６９号）〔一部改正：

平成３１年２月５日経済産業省告示第２３号〕」により、競輪開催駐車場の用途に供する。ただ

し、第１駐車場にあっては、都市公園の利用範囲を超えて利用することができない。 

 

（利用者） 

第４条 千葉競輪場駐車場を利用できる者は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）千葉競輪場来場者 

（２）競輪開催に必要な関係者 

（３）千葉公園利用者 

 

（その他の利用者） 

第５条 市長は、前条の規定に関わらず、競輪開催日、前検日その他の競輪開催のために市長が特

に必要であると認める日（以下「競輪開催日等」という。）において、競輪事業に支障のない範囲

で、競輪、その他自転車競技の普及に関するイベント等の参加者、関係者のほか、市長が特に必

要であると認めるものに千葉競輪場駐車場の使用を許可することができる。 

２ 市長は、競輪開催日等以外において、競輪事業に支障のない範囲で、次の各号に掲げるものに

千葉競輪場駐車場の使用を許可することができる。 

（１）近隣各町会に在住する住民又は事業主 

（２）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）で定める地方公共団体 

（３）福祉団体などの公共性の高い機関 

（４）国公立及び私学学校の教育機関 

（５）その他市長が特に必要であると認める機関 

 

（使用制限） 

第６条 千葉競輪場駐車場は、次の各号に掲げる用途のために使用することはできない。 

（１）物品の販売又はこれに類する行為 

（２）政治的目的を有する行為 



 

（第２駐車場の使用の許可に係る地主の許可） 

第７条 第２駐車場の使用の許可を受けるものは、次条の定めのほか地主の許可を受けなければな

らない。 

 

（使用許可） 

第８条 第５条の規定により、千葉競輪場駐車場を利用するものは、千葉市庁舎管理規則（昭和４

０年千葉市規則第２５号）又は千葉市公有財産規則（昭和４０年千葉市規則第１１号）により申

請を行い、使用の許可を受けなければならない。 

 

（使用許可の取消し又は変更） 

第９条 市長は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、使用の許可を取り消し、又は変更するこ

とができる。この場合、使用の許可を受けたものは、この決定には必ず従わなければならない。 

（１）第６条各号に規定する用途のために千葉競輪場駐車場を使用したとき。 

（２）前条による許可を受けた内容と異なる目的、用途のために千葉競輪場駐車場を使用したとき。 

（３）競輪開催日の延長及びその他競輪事業の変化により、千葉競輪場駐車場を競輪事業として利

用する事由が生じたとき。 

 

（使用料の支払） 

第１０条 使用の許可を受け、第２駐車場を利用するものは、別表により算定した使用料を支払う

ものとする。 

２ 前項の使用料は、市長から請求があった日から３０日以内に、市指定の納付書により納付しな

ければならない。 

３ 使用料の改定は、土地の評価及び地主等の変更によりその都度改定する。 

４ 別表の使用料のうち、６時間を超え使用した場合は、別表に定める１日分を徴収する。６時間 

以内の使用の場合は、別表に定める１日分の使用料に１／２を乗じた額を徴収する。 

 

（遵守事項） 

第１１条 千葉競輪場駐車場の利用者及び使用の許可を受けたものは、次の各号に掲げる事項を遵 

守しなければならない。 

（１）許可された利用目的以外に施設及び付属設備その他の器具等を利用しないこと。 

（２）許可なく付属設備その他の器具を当該施設外に持ち出さないこと。 

（３）許可なく施設及び附属設備にはり紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。 

（４）騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いるなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

（５）許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。 

（６）金品の寄付募集行為をしないこと。 

（７）その他管理運営上不適当な行為をしないこと。 

 

（利用者等の損害賠償） 

第１２条 千葉競輪場駐車場の利用者及び使用の許可を受けたものは、千葉競輪場駐車場を利用又

は使用中、千葉競輪場駐車場の施設及び附属施設その他器具等を破損し、又は滅失した場合は、

その損害を賠償しなければならない。ただし、原状に回復したときは、この限りではない。 



 

   附 則 

この要綱は、平成１８年３月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和４年５月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表 

 第２駐車場 

  １日当り １３，２３３円 

  算出根拠 

   地主に対する年額賃貸借料 ４，７６４，１７７円 

    ４，７６４，１７７円÷１２ヶ月＝３９７，０１４円 

    ３９７，０１４÷３０日＝１３，２３３円 

 


